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【経済産業委員会】 

○○脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案（内閣提出第

12号）要旨 

本案は、我が国における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を推進するた

め、脱炭素成長型経済構造移行推進戦略の策定、脱炭素成長型経済構造移行債

の発行並びに化石燃料の輸入事業者等に対する賦課金の徴収及び発電事業者へ

の排出枠の割当てに係る負担金の徴収について定めるとともに、脱炭素成長型

経済構造移行推進機構に脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活

動を行う者に対する支援等に関する業務を行わせるための措置を講ずるもので

あり、その主な内容は次のとおりである。 

一 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 

政府は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するための計画を定めなければならないものとすること。 

二 脱炭素成長型経済構造移行債 

１ 政府は、令和５年度から令和14年度までの各年度に限り、各年度の予算

をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、エネルギー対策特別会計の負

担において、公債を発行できるものとすること。 

２ 脱炭素成長型経済構造移行債等については、化石燃料賦課金及び特定事

業者負担金の収入により、令和32年度までの間に償還するものとすること。 

三 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金 

１ 経済産業大臣は、令和10年度から、化石燃料の輸入事業者等に対して、

輸入等をする化石燃料に由来する二酸化炭素の量に応じて、化石燃料賦課

金を徴収するものとすること。 

２ 経済産業大臣は、令和15年度から、発電事業者に対して、一部有償で二

酸化炭素の排出枠（以下「特定事業者排出枠」という。）を割り当て、そ

の量に応じた特定事業者負担金を徴収するものとすること。 

四 脱炭素成長型経済構造移行推進機構 

脱炭素成長型経済構造移行推進機構（以下「機構」という。）は、化石燃

料賦課金及び特定事業者負担金の徴収に係る事務、特定事業者排出枠の割当

て等に関する業務、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する事業活動

を行う者に対する債務保証その他の支援等を行うものとすること。 

五 施行期日等 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令
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で定める日から施行すること。ただし、機構に関する規定は、公布の日か

ら起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するこ

と。 

２ 政府は、特定事業者排出枠並びに化石燃料賦課金及び特定事業者負担金

に係る制度を実施する方法について、この法律の施行後２年以内に、必要

な法制上の措置を講ずるものとすること。 

（（修正要旨） 

この法律の施行後２年以内に政府が法制上の措置を講ずるに当たっては、脱

炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策の在り方についての検

討も行うことを明記すること。  

（附帯決議） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 ＧＸの推進に当たっては、エネルギー資源の過度な海外依存からの脱却を

実現するエネルギー供給構造の再構築を目指し、エネルギー安定供給、中長

期的な国民負担の抑制を前提に、再生可能エネルギーの更なる導入拡大、蓄

電システムの導入拡大をはじめとした電化促進等によるエネルギー全体の脱

炭素化の推進に取り組むこと。その際、再生可能エネルギー発電促進賦課金

の仕組みについて特定事業者負担金に関する制度との関係整理など、費用負

担の在り方について検討すること。 

二 我が国が国際的に約束した2050年カーボンニュートラル等の実現に向け、

産官学の十分な連携の下、必要な技術開発や支援措置等にできるだけ早急に

取り組むこと。 

三 ＧＸの推進に当たっては、気候危機への対応の緊急性に鑑み、各種分野及

び技術の脱炭素効果を的確に評価把握し、投資対効果、実現可能性が高い分

野及び技術への重点化を図ること。 

四 ＧＸの推進に当たっては、激化する世界の産業競争下にあって、日本企業

が脱炭素分野で確実に市場シェアを獲得、成長できるように、技術開発から

技術実装、製品等の量産化まで、産業全体にわたる支援を実現すること。 

五 ＧＸの推進に当たっては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）が掲げる「誰

一人取り残さない」社会の実現の重要性に鑑み、ＧＸ推進戦略等において

「公正な移行」の重要性を明示するとともに、その具現化のため、円滑な労

働移動や新たな雇用の創出等に対する十分な支援を行い、労働者や地域経済

社会への悪影響を可能な限り軽減すること。 
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六 ＧＸへの対応の遅れが懸念される中小企業が取り残されることがないよう、

中小企業の自主的な取組や大企業のイニシアティブによるサプライチェーン

全体での取組を促すなど、実効的な支援策を講ずること。 

七 今後10年間における約20兆円規模のＧＸ経済移行債による政府支援につい

ては、ＧＸ実現に資するよう適切に対応する内容とするとともに、民間事業

者の予見可能性を高め、民間のＧＸ投資が確実に促進されるよう努めること。 

八 ＧＸの実現は、環境負荷の低減やエネルギー自給率の向上、産業の競争力

の強化等を通じた国民生活の向上や国民経済の発展など、広く国民全体の便

益に寄与するものであることに鑑み、成長志向型カーボンプライシングなど

ＧＸの実現に要する費用は、脱炭素成長型経済構造への移行に向けた人材・

技術投資や行動変容を促進する観点を含め、国や地方公共団体、事業者及び

国民の適切な役割分担の下、円滑かつ適正な転嫁などを通じ、特定の事業者

への負担に偏重せず、広く社会全体で公平・公正に負担するものとし、国は、

国民や事業者に対し、負担に対する理解の醸成に積極的に取り組むこと。 

九 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行は、地球温暖化対策、エネルギー需

給、産業競争力、雇用など分野横断的課題であるとの観点から、脱炭素成長

型経済構造移行推進戦略の案の作成に当たっては、学識経験者や有識者、産

業界、労働界等から広く意見を聴くものとし、その意見を十分に斟酌すると

ともに、そのプロセスの透明性を図ること。 

十 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行を早期に実現するため、カーボンプ

ライシングの在り方については、脱炭素への取組を加速化させるとともに、

経済的インセンティブを社会全体に効果的に与えるものとなるよう、代替技

術の有無、国際競争力への影響、カーボンリーケージの可能性等を勘案しつ

つ、その導入の時期、対象事業者の範囲等を含め、最適かつ実効性のある制

度を検討すること。 

十一 脱炭素成長型経済構造移行推進機構による事業活動への支援に係る基準

の策定に当たっては、多様な関係者の意見を幅広く聴取するよう努めるとと

もに、脱炭素成長型経済構造移行推進機構による金融支援について、脱炭素

成長型経済構造移行に真に有益な支援案件を見出していく規律ある運営がな

され、支援内容について説明責任が果たされるよう、政府は責任を持って監

督すること。 

十二 脱炭素成長型経済構造への移行プロセスは長期に及び、将来の世界情勢

や、国内の産業、エネルギーの供給環境などに不確実性があることを踏まえ、
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ＧＸ経済移行債による支援や化石燃料賦課金及び特定事業者負担金など新た

に講じられる制度・施策の進捗状況や費用対効果等については定期的に評価

及び分析を行うこととし、必要に応じて柔軟な見直しを行うものとすること。 

十三 化石燃料賦課金及び特定事業者負担金に係る制度の実施に当たっては、

国民負担の可能な限りの抑制や制度の明瞭性・簡素性の担保、他のＧＸ推進

策との整合等の観点から、高度化法やエネルギー関連税制、再生可能エネル

ギー発電促進賦課金など既存の規制・制度との適切な関係整理を図ること。 

十四 脱炭素成長型経済構造を実現するに当たり、国内産業の育成及び経済成

長を目指すのみにとどまらず、アジアをはじめとした世界において、我が国

が脱炭素の取組のイニシアティブを取ることができるよう、戦略的に施策を

推進すること。 

（（参議院回付修正要旨） 

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に当たり踏まえるべき事項に「公正な

移行」の観点を追加すること。 

 

○脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等

の一部を改正する法律案（内閣提出第26号）要旨 

本案は、我が国における脱炭素社会の実現に向けて、非化石エネルギー源の

利用の促進を図りつつ電気の安定供給を確保するため、電気の安定供給の確保

等の観点から発電用原子炉の運転期間を定めるとともに、その設置者に対し、

長期間運転する発電用原子炉施設に関する技術的な評価の実施及び管理計画の

作成を義務付けるほか、使用済燃料再処理機構の業務への廃炉の推進に関する

業務の追加、再生可能エネルギー発電事業計画の認定の取消しに伴う交付金の

返還命令の創設その他の規律の強化等の措置を講ずるものであり、その主な内

容は次のとおりである。 

一 電気事業法の一部改正 

発電用原子炉の運転期間を40年と定めた上で、原子力発電事業者が、原子

力規制委員会による運転停止命令等を受けていないこと等の基準に適合して

いると認められるときに限り、経済産業大臣が認可し、60年まで運転期間の

延長を認めること。その際、安全規制に係る制度の変更等の予見し難い事由

により運転を停止した期間と認められる期間に限り、60年の運転期間のカウ

ントから除外すること。 

二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正 
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発電用原子炉設置者に対して、運転を開始した日から起算して30年を超え

て発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ、その発電用原子炉

施設について、10年を超えない期間ごとに、当該施設の劣化に関する技術的

な評価を行い、その劣化を管理するための措置等を記載した長期施設管理計

画を作成し、原子力規制委員会の認可を受けること等を義務付けること。 

三 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律の一部改正 

使用済燃料再処理機構の業務に廃炉推進業務を追加した上で、同機構の名

称を「使用済燃料再処理・廃炉推進機構」に改め、実用発電用原子炉設置者

等に対して同機構への廃炉拠出金の納付を義務付けること。 

四 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正 

再生可能エネルギー発電事業計画の認定の要件に、その事業の実施内容を

周辺地域の住民に周知することを加えるとともに、認定基準に違反する認定

事業者に対して、交付金による支援額の積立てを命ずる措置を創設するなど、

事業規律の強化等を行うこと。 

五 原子力基本法の一部改正 

エネルギーとしての原子力利用に当たっての国及び原子力事業者の責務の

明確化等の措置を講ずること。 

六 施行期日 

この法律は、一部の規定を除いて、令和６年４月１日から施行すること。 

（（修正要旨） 

国民の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得るために必要な取組

を推進する国の責務について、国民の例示に電力の大消費地である都市の住民

を加えるとともに、国民の理解と協力を得るために必要な取組を推進するもの

等とすること。 

（附帯決議） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 今後、30年を超えて運転する発電用原子炉について、長期施設管理計画等

の審査が行われることにより原子力規制委員会の業務が増大する中において

も、再稼働等に係る審査業務の円滑化を図ることができるよう、原子力規制

委員会は、審査業務の効率化に努めるとともに、事業者等とのコミュニケー

ションを適切かつ積極的に進め、手戻りのないよう努めること。その際、事

業者等との打ち合わせ等の議事録や会議資料は、国民に説明できるよう、整

理し、保存に努めること。 
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二 発電用原子炉の運転期間の除外期間を算定する基準を具体化するに当たっ

ては、原子力規制委員会による適合性審査や、事業者による産業全体の取組

において示されている科学的な見地からの意見等も念頭に置きながら、分か

りやすいものとなるように策定するよう努めること。 

三 原子力発電所の廃炉は長期間を要することを踏まえ、今後本格化していく

廃炉の円滑かつ着実な実施を推進していくために必要な措置を講ずること。

特に、廃炉に伴う放射性廃棄物について、処分場の確保やクリアランスの推

進等の取組が着実に進むように必要な措置を講ずること。 

四 原子力事業者が原子力施設の安全性を確保するために必要な投資を行うこ

とその他の安定的にその事業を行うことができる事業環境を整備するための

施策については、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用しつ

つ、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減す

ることとした第６次エネルギー基本計画との整合性を図ること。 

五 安全確保を大前提とした原子力施設の研究や運営・保守管理、廃止措置等、

原子力の安全のための施策が長期にわたって必要となることを踏まえ、原子

力事業者を取り巻く経営環境にかかわらず、施設の安全性の向上等に事業者

が確実に取り組むことができるよう、必要な人材の確保及び技術の維持・強

化等に向けた事業環境の整備を進めること。 

六 原子力規制委員会及び原子力規制庁は、事業者に規制基準を遵守するよう

求める立場であること、規制と利用の分離の重要性に鑑み、組織内部のガバ

ナンス強化、マネジメントの検証、改善等に不断に取り組み、主体性をもっ

て制度の運用に当たるとともに、その検証結果や取組状況等を公表すること。 

七 太陽光パネル等の再生可能エネルギー発電設備については、耐用年数経過

後の廃棄物の発生を抑制する観点から、設備のリサイクルシステムの構築等、

早急に必要な措置を講ずること。 

八 太陽光発電については、大きなポテンシャルを有する営農型太陽光発電の

農業政策に留意した普及など、地域との共生を前提に、最大限の導入及び維

持管理に必要な措置を講ずるとともに、太陽光パネルを特定の国からの調達

に依存している現状を早期に是正するため、実用化が期待されるペロブスカ

イト太陽電池をはじめとした太陽光発電に関わる産業の国内におけるサプラ

イチェーンの構築を促進すること。 

九 原子力については、安全性の確保を大前提に、必要な規模を持続的に活用

しつつ、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低
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減することとした第６次エネルギー基本計画を踏まえ、再生可能エネルギー

を中心としたマイクログリッドを含む自立・分散型エネルギーシステムの構

築を進めること。 

十 法令違反を行っている再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた事

業者に対する交付金相当額積立金制度や、同計画を認定する際の事業者に対

する住民への説明の要件化、委託先への監督義務の創設など、本法で行われ

る規制の強化については、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生

可能エネルギーの普及拡大に対して必要以上の制約とならないよう、その実

施状況を把握し、必要に応じ適切かつ柔軟に制度の改善を図ること。また、

景観・環境への影響その他の課題について地方自治体が主体的な立場で解決

につなげるための条例を定めること等に対し必要な支援を行い、地域社会と

の調和の中で再生可能エネルギーの普及が進むよう努めること。 

十一 再生可能エネルギーの導入拡大に向けた系統整備を進めるに当たっては、

2018年９月６日に発生した北海道胆振東部地震に起因する北海道における大

規模停電等の事態を踏まえ、災害等に備えて重層的に電力を供給できるネッ

トワークを整えるとともに、各地域に新たな電力需要が創造されるよう必要

な支援を行うこと。 

十二 長距離の海底直流ケーブルの敷設を伴う系統整備を進めるに当たっては、

工事費が巨額であることに加え、当該系統整備が重要であることに鑑み、技

術面の課題に伴う仕様の変更、利害関係者との調整、自然災害のリスクの発

現等により、費用や工期などの変更が余儀なくされた際、事業者が負担する

事業費の増大等のリスクにも配慮し、事業者の予見性を高めるよう必要な措

置を講ずるとともに、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた系統整備費

用の負担について、国民理解の醸成に取り組むこと。 

十三 カルテル事案や顧客情報不正閲覧事案等の電気事業における市場環境を

揺るがす事案が相次いでいることに鑑み、電力システム改革の効果を検証し、

発電、送配電、小売事業の在り方や電気事業法等における法令遵守を担保す

るための措置の強化、電力・ガス取引監視等委員会等による取組の在り方等

について検討を加え、実効性のある取組を早急に進めること。 

 

○○不正競争防止法等の一部を改正する法律案（内閣提出第54号）要旨 

本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内

外における事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣
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となる対象行為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の

創設を行うとともに、意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化

及び特許等の国際出願に係る優先権主張の手続の電子化を行うほか、外国公務

員贈賄罪の罰金額の上限の引上げ等の措置を講ずるものであり、その主な内容

は次のとおりである。 

一 不正競争防止法の一部改正 

１ 他人の商品の形態を模倣した商品を電気通信回線を通じて提供する行為

を不正競争として追加すること。 

２ 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止に係る規定に違反した

者は、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科するものとするとともに、法人の代表者、代理人又は使用人その他の

従業者が、その法人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人に対して10億円以下の罰金刑を科するものとするこ

と。 

二 特許法の一部改正 

特許出願について優先権の主張をした者が提出しなければならない書類に

ついて、電磁的方法により提供されたものを含むものとし、当該書類の写し

を提出することを許容すること。 

三 意匠法の一部改正 

同一又は類似の意匠について意匠登録を受ける権利を有する者の２以上の

行為に起因して新規性を喪失したときは、当該意匠が新規性の喪失の例外適

用を受けることができる意匠であることを証明する書面の提出は、当該２以

上の行為のうち、最先の日に行われたものの１の行為についてすれば足りる

ものとすること。 

四 商標法の一部改正 

他人が既に登録している商標と類似する商標であっても、その商標登録出

願人が、商標登録を受けることについて当該他人の承諾を得ており、かつ、

当該商標の使用をする商品又は役務と当該他人の登録商標に係る商標権者等

の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについて

は、商標登録を受けることができるものとすること。 

五 施行期日 

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範

囲内において政令で定める日から施行すること。 
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（（附帯決議） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 政府は、本法に基づく改正内容について、国民や中小企業を含む産業界に

対し具体例を用いて説明するなど、丁寧な周知に努めること。また、事業活

動がグローバル化するとともに、国内外問わず雇用が流動化し、営業秘密侵

害事件が増加傾向にある中、我が国の産業競争力における営業秘密の重要性

に鑑み、我が国企業の営業秘密の保護強化に向けて万全を期すこと。 

二 デジタル空間におけるコンテンツの保護及び利用を推進し、経済活動を活

性化するため、本改正にとどまることなく、幅広く知的財産権に関する法律

の改正についても速やかに検討すること。 

三 登録可能な商標の拡充、意匠登録手続の要件緩和、形態模倣商品の対象拡

大等、本法の施行に当たっては、デジタル空間における経済取引が活発化し

ている現状に鑑み、結果的にクリエイティブな活動に制約を課すこととなら

ないよう、保護と利用のバランスを適切に考慮した上で、事業者の予見可能

性を高めるため、審査基準等の明確化及び周知徹底に努めること。 

四 知的創造物の権利については、意匠法等の知的財産権に関する法律の保護

対象の範囲及び保護と利用の在り方について、適時適切に見直しを行うこと。 

五 政令による特許に関する審査請求料減免制度に係る上限件数等の設定に当

たっては、中小企業等の特許権の取得等の知的財産活動が萎縮することのな

いよう、資力等の制約がある者の発明奨励・産業発達促進という本制度の趣

旨を踏まえ、十分に検討を行うこと。また、中小企業等の知的財産活動の実

態に即した支援に努めること。 

六 知的財産分野におけるデジタル化やグローバル化の一層の進展及び事業活

動の多様化等の環境変化、また他国の出願件数が増大する中において我が国

の出願件数が減少傾向にある状況等を踏まえ、事業者の負担軽減に資するた

めの制度の国際調和等、真に我が国の知的財産権の保護強化・拡充に資する

よう、我が国の知的財産制度について諸外国の先進的な取組等も踏まえつつ、

適時適切に本質的な対応をすること。 

七 世界的な利用拡大が進む生成系ＡＩについて、新技術の発展に配慮し、既

存の知的財産権の保護の枠組みを関係者に十分周知徹底した上で、最新の技

術動向が知的財産権に与える影響やそれに対する海外の対応状況等を注視し

つつ、我が国の知的財産制度の在り方について検討を行うこと。 
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○○中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法

律案（内閣提出第55号）要旨 

本案は、中小企業者に対する金融機能の強化を図ることにより、その事業の

持続的な発展を実現するため、経営者保証を求めない融資を中小企業信用保険

の付保対象とする規定の整備及び危機関連保証の適用要件の見直しを行うとと

もに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫の株式を処分した後も同社が

引き続き危機対応業務を的確に行うための規定の整備を行うほか、同社の株主

資格及び業務の範囲その他の規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主

な内容は次のとおりである。 

一 中小企業信用保険法の一部改正 

１ 無担保保険等について、一定の要件を満たしている場合は、経営者保証

を求めないものとすること。 

２ 危機関連保証について、指定期間中に認定申請が行われていれば利用で

きるよう適用要件の見直しを行うこと。 

二 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正 

１ 事業再生企業に対する出資上限の緩和等の業務範囲の見直しを行うとと

もに、裁判外紛争解決制度の導入等の銀行と同水準の規制を導入すること。 

２ 株式会社商工組合中央金庫（以下「商工組合中央金庫」という。）は、

その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業

活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努め

るものとすること。 

３ 政府が保有する商工組合中央金庫の株式を全部処分し、その議決権のあ

る株式の株主の資格を有する者から政府を削除すること。 

４ 商工組合中央金庫は、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等に対処

するために必要な資金が円滑に供給されるよう、政府保有株式の全部処分

後も危機対応業務を行う責務を有するものとすること。 

５ 政府は、政府保有株式の全部処分後における特別準備金を含む自己資本

の充実の状況等を勘案し、商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方に

ついて検討を加え、株式会社商工組合中央金庫法を廃止するための措置を

講ずることができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるものとする

こと。 

三 施行期日 

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範
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囲内において政令で定める日から施行すること。 

（（附帯決議） 

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。 

一 経営者保証を求めない信用保証制度の要件については、貸倒れの増加によ

る信用保険財政の悪化や会社財産の経営者への流出による従業員や取引先の

不利益を防ぐ見地から、一定の経営規律等を担保する客観的かつ具体的な要

件とするとともに、一般の中小企業者にとって充足困難な要件とならないよ

う留意すること。また、信用保証制度における取組が、中小企業金融全体に

おける経営者保証に依存しない融資慣行の確立に道筋を付けるものとなるよ

う、関係省庁の連携の下、その実効性の確保を図ること。 

二 既に契約済みの経営者保証及び第三者保証についても、可能な限り保証人

の責任を軽減する方策を講じ、必要な措置をとること。 

三 融資を受ける事業者が本改正に定める一定の要件を満たし、信用保証協会

が当該事業者に経営者保証を徴求できなくなった場合において、当該保証対

象である金融機関による融資について当該金融機関が経営者保証を求めるこ

とがないよう働きかけるとともに、本改正の趣旨や内容の説明を徹底するよ

う努めること。また、事業者が失敗しても、その経験を生かして再挑戦でき

る事業環境をつくり、わが国において一層の起業の促進を図る観点から、金

融機関によるいわゆるプロパー融資についても、経営者保証を求める場合に

は、求める理由を明確に説明するよう、金融機関に働きかけを行うとともに、

金融庁の監督指針でガイドラインにのっとった運用が適正になされるよう徹

底すること。 

四 株式会社商工組合中央金庫（以下「商工中金」という。）における過去の

不正事案が発生した根本原因を再確認し、政府保有株式の全部処分後におい

ても、商工中金による自律的なコンプライアンス及びガバナンス態勢の更な

る強化に向けた取組が着実に実施されるよう、再発防止に向けて適切に監督

すること。 

五 特別準備金及び危機対応準備金については、民間金融機関のみでは対応が

困難な分野への積極的な資金供給や、危機対応業務を適切に実施するための

原資として活用するものとし、特別準備金及び危機対応準備金が民間金融機

関との競争上優位性のあるものとして活用され民業圧迫が生じることがない

よう、必要最小限の保有金額とするなど適切な管理に努めること。 

六 商工中金の政府保有株式の全部を処分するまでの間において、商工中金の
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取締役の選任に関し、株主としての権利を行使するに当たっては、民間企業

等において中小企業金融に関する豊富な経験と優れた実績を有するなど、商

工中金において自主性及び創造性にあふれ、効率的な経営を行うことのでき

る資質及び能力を有している者が選任されるよう、特に配慮すること。 

七 商工中金の完全民営化の実現に向けて、自己資本の充実の状況や危機対応

業務を含む事業の状況等を適切に勘案し、商工中金に対する国の関与の在り

方について十分な検討を加え、その結果について公表すること。また、完全

民営化後においても、商工中金が中小企業による中小企業のための金融機関

として中小企業に寄り添った支援を継続的に実施するよう、必要な措置を講

ずること。 

八 商工中金の危機対応業務とその他の業務を区分するなどして、それぞれの

業務の財務状況が明らかになるようにすること。 

九 商工中金の政府保有株式の全部処分に当たっては、本法の公布から２年以

内に、公正な価格及び方法による売却が行われるよう、十分配慮すること。 

 

○○外国為替及び外国貿易法第10条第２項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地と

する貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき

承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件（内閣

提出、承認第３号）要旨 

本件は、外国為替及び外国貿易法第10条第１項の規定により閣議決定された

「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」（令和５

年４月７日閣議決定）に基づき、令和５年４月14日から令和７年４月13日まで

の間、同法第48条第３項の規定による北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出

について経済産業大臣の承認を受ける義務を課する措置、同法第52条の規定に

よる北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入について経済産業大

臣の承認を受ける義務を課する措置及び同法第25条第６項の規定による北朝鮮

と第三国の間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引（仲

介貿易取引）を行うことについて経済産業大臣の許可を受ける義務を課する措

置を講じたことについて、同法第10条第２項の規定に基づいて国会の承認を求

めるものである。 

 

  


